
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

第一号様式

 

【表紙】

【提出書類】 変更報告書（1）

【根拠条文】 法第27条の25第１項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 長島・大野・常松法律事務所

弁護士　　浅妻　敬

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区紀尾井町３番12号 紀尾井町ビル

【報告義務発生日】 平成23年８月22日

【提出日】 平成23年８月26日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 １名

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 １ｓｔホールディングス株式会社

証券コード 3644

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード

 

第２【提出者に関する事項】

１【提出者（大量保有者）／１】

(1)【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
ケイマン・キャピタル・マネジメント・インク

(Cayman Capital Management, Inc.)

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、シェデンロード

　80、エリザベサン　スクエア、私書箱10877、フォーカス　アドミニスト

レーション　リミテッド

(FOCUS ADMINISTRATION LIMITED,  P.O. Box 10877　APO, Elizabethan

Square, 80 Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman

Islands)

旧氏名又は名称 -

旧住所又は本店所在地 -

 

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

 

③【法人の場合】

設立年月日 2003年６月20日

代表者氏名
ダグラス・R・ストリンガー

(Douglas R. Stringer)

代表者役職 ディレクター

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都千代田区紀尾井町３番12号 紀尾井町ビル

長島・大野・常松法律事務所　弁護士　宇都宮　純子

電話番号 03-3288-7000

 

(2)【保有目的】

純投資

 

(3)【重要提案行為等】
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該当事項はありません。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23第３項

本文

法第27条の23第３項

第１号

法第27条の23第３項

第２号

株券又は投資証券等（株・

口）
4,319,725

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B － I

対象有価証券カバードワラン

ト
C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 4,319,725

信用取引により譲渡したこと

により控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等

の権利が存在するものとして

控除する株券等の数

S

保有株券等の数（総数）

（O＋P＋Q－R－S）
T 4,319,725

保有潜在株式の数

（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I

＋J＋K＋L＋M＋N)

U

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成23年８月22日現在）
V 34,768,172

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T／(U＋V)×100）

12.42

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
12.42

 

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

該当事項はありません。

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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金融商品取引法第27条の23第３項第２号の株券等の数4,319,725株は、提出者がゼネラル・パートナーである

AP Cayman Partners I, L.P.の保有する株式3,122,045株及びAP Cayman Partners I-B, L.P.（以下、AP 

Cayman Partners I, L.P.と併せて「本株主ら」といい、それぞれを「本株主」といいます。）の保有する株式

1,197,680株の合算数値であります。

 

また、本株主は、平成23年８月22日付で、発行者との間で、本株主が保有する発行者の株式に関し、株式の継続的

保有に関する覚書を締結することにそれぞれ合意しております。株式の継続的保有に関する覚書（以下、「本

覚書」といいます。）の内容は以下の①乃至③のとおりです。

 

①　本覚書の有効期間は、本覚書締結の日に開始し、(i)2012年8月22日、(ii)本覚書のいずれの規定にも反する

ことなく、本株主らと投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号、ア

ドバンテッジパートナーズ投資組合14号及びアドバンテッジパートナーズ投資組合14号-Bの株券等保有割合

（金融商品取引法第27条の23第4項に定義する意味を有する。）の合計が10%を下回った日、又は(iii)発行者の

株式が上場廃止になった日のいずれか早い日に、本覚書の効力は終了する。

 

②　本株主は、本株主が本覚書締結日現在所有する発行者の株式（以下、「本株式」といいます。）につき、本覚

書の有効期間中、発行者の事前の書面による同意なしに、以下の各号に掲げる行為を行わない(以下、「継続保

有義務」といいます。)

(a)　本株式の全部又は一部の第三者への譲渡、質入れ、担保提供、貸株、その他の移転又は処分（これらの申込み

又は合意を含む。）

(b)　直接又は間接によらず、(i)本株式に転換可能若しくは交換可能な権利若しくはこれを表章する有価証券、

又は(ii)その他本株式を取得する権利若しくはこれを表章する有価証券の第三者への付与又は譲渡

(c)　直接又は間接によらず、本株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部又は一部を第三者に譲渡する

スワップ又はその他の約定の締結

(d)　上記のいずれかをなす本株主の意図又は同意の公表又はその他の発表

 

③　ただし、以下のいずれかに該当する場合には、本株主は、継続保有義務を負わないものとします。

(a)　発行者と業務上の提携を行う事業会社に対して、取引所金融商品市場外において本株式を譲渡する場合

(b)　(i)発行者の市場変更又は他の金融商品取引所への上場（その後の市場変更及び一部指定を含む。）等に伴

う本株式の売出し（引受人による買取引受による売出し、かかる売出しのための引受契約の締結及びその

実行を含む。）（以下、「本売出し」といいます。）を行う場合、(ii)本売出しにおけるオーバーアロット

メントによる売出しのために本株式の貸付けを行う場合、(iii)本売出しにおいてグリーンシューオプ

ションを付与する場合、及び(iv)当該グリーンシューオプションの行使により本株式を売却する場合

(c)　発行者の株式が、上場している全ての金融商品取引所において、監理銘柄若しくは整理銘柄又はこれらと同

等のものに指定された場合

(d)　公開買付けに応じる場合

(e)　発行者の機関決定又はかかる機関決定に基づく行為（発行者の合併、株式交換、株式移転、会社分割、組織変

更等を含むが、これらに限られない。）により本株式が移転又は消滅する場合

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） -

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） 326,139

上記（Y）の内訳
AP Cayman Partners I, L.P.及びAP Cayman Partners I-B, L.

P.からの投資は、それぞれのL.P.への出資金に基づくものです。

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y） 326,139

 

②【借入金の内訳】

該当事項はありません。
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③【借入先の名称等】

該当事項はありません。
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